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町
と
し
て
感
染
者
の
実

態
を
よ
く
掴
ん
で
対
策
を
立

て
て
い
る
の
か
。

　
　
　

 

愛
知
県
か
ら
の
公

式
な
発
表
に
よ
り
、
接
触
状

況
か
ら
感
染
ル
ー
ト
を
推
測

す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
不

明
の
場
合
は
分
か
ら
な
い
。

　

感
染
者
か
ら
任
意
の
情
報

が
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
、
感

染
者
が
利
用
し
感
染
拡
大
の

恐
れ
が
あ
る
施
設
等
と
し
て

保
健
所
か
ら
個
別
に
通
知
が

あ
っ
た
場
合
は
、
必
要
な
対

応
が
で
き
る
。

　
　
濃
厚
接
触
者
へ
の
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
の
規
定
。

　
　
　
　

濃
厚
接
触
者
の
情

報
は
、
任
意
の
提
供
に
よ
り

知
る
範
囲
。

　

保
健
所
で
は
、
感
染
者
か

ら
聞
き
取
り
の
う
え
、
濃
厚

感
染
者
を
特
定
す
る
。

　

濃
厚
接
触
者
の
規
定
は
、

感
染
者
の
感
染
可
能
期
間
に

接
触
し
た
方
の
う
ち
、
３
つ

に
分
類
さ
れ
る
。

⑴
感
染
者
と
同
居
又
は
長
時

　

間
の
接
触
等
が
あ
っ
た
方
。

民民民民

⑵
感
染
者
の
気
道
分
泌
液
等

　

に
触
れ
た
可
能
性
が
高
い

　

方
。

⑶
手
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き

　

る
距
離
で
感
染
予
防
策
な

　

し
で
感
染
者
と
15
分
以
上

　

の
接
触
が
あ
っ
た
方
。

　
　
小
中
学
校
で
は
、
コ
ロ

ナ
対
策
と
熱
中
症
対
策
が
必

要
と
さ
れ
る
が
、
状
況
は
。

　
　
　
　

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒

液
な
ど
の
衛
生
用
品
や
非
接

触
型
体
温
計
の
早
期
手
配
を

行
い
、
教
室
内
で
は
エ
ア
コ

ン
稼
働
状
態
で
も
窓
を
開
け

て
の
換
気
や
机
の
間
隔
を
離

す
な
ど
の
３
密
対
策
。

　

熱
中
症
対
策
は
、
ク
ー
ル

ス
カ
ー
フ
と
塩
タ
ブ
レ
ッ
ト

を
配
付
し
、
小
ま
め
な
水
分

補
給
の
指
導
な
ど
を
行
っ
て

い
る
。

　
　
小
学
校
の
高
学
年
ク
ラ

ス
で
の
少
人
数
化
は
考
え
て

い
な
い
か
。

　
　
　
　

教
室
数
と
教
職
員

が
不
足
す
る
た
め
、
実
施
で

き
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
　
令
和
元
年
11
月
に
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
施
行
さ
れ
た
が
、

こ
れ
に
基
づ
く
行
政
の
対
応
。

　
　
　
　

事
業
者
に
事
業
地

近
隣
関
係
者
と
そ
の
行
政
区

へ
発
電
事
業
の
内
容
の
十
分

な
説
明
を
行
い
理
解
を
得
て

か
ら
進
め
る
こ
と
。

　

ま
た
、
関
係
法
令
を
遵
守

し
、
事
業
区
域
及
び
周
辺
地

域
の
自
然
環
境
・
景
観
及
び

生
活
環
境
の
保
全
・
事
故
・

公
害
・
災
害
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指

導
し
て
い
る
。

　

事
故
が
発
生
し
た
時
や
行

政
区
又
は
近
隣
関
係
者
と
紛

争
が
生
じ
た
と
き
は
、
土
地

所
有
者
に
も
責
任
が
あ
る
こ

と
を
説
明
し
同
意
を
と
る
よ

う
指
導
し
て
い
る
。

　
　
す
で
に
ど
れ
だ
け
の
発

電
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る

か
。

　
　
　
　

届
け
出
の
必
要
な

10
kw
以
上
の
も
の
は
中
部
経

済
産
業
局
の
集
計
結
果
で
は

家
庭
用
・
事
業
用
合
わ
せ
て

令
和
２
年
８
月
27
日
現
在
で

４
０
２
件
が
設
置
済
み
で
あ

る
。
工
事
待
ち
に
な
っ
て
い

る
施
設
は
把
握
し
て
い
な
い

が
、
運
転
を
開
始
し
て
い
な

い
件
数
は
23
件
。

　
　
事
故
な
ど
が
発
生
し
た

と
き
設
置
者
に
法
的
責
任
は

問
え
る
か
。

　
　
　
　

法
的
な
責
任
を
問

う
こ
と
は
難
し
い
が
宅
地
造

成
等
規
制
法
や
農
地
法
な
ど

他
に
遵
守
す
べ
き
関
係
法
令

な
ど
で
対
処
す
る
。

　
　
太
陽
光
パ
ネ
ル
使
用
後

の
廃
棄
処
分
方
法
。

　
　
　
　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

事
業
者
の
責
務
と
土
地
所
有

者
の
責
務
が
定
め
て
あ
り
、

事
業
者
若
し
く
は
土
地
所
有

者
が
処
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

経
済
産
業
省
が
廃
棄
費
用
を

積
立
て
る
こ
と
を
２
０
２
２

年
７
月
ま
で
に
制
度
化
す
る

と
し
、
中
部
経
済
産
業
局
は

現
在
す
で
に
廃
棄
費
用
を
積

立
て
る
こ
と
を
指
導
し
て
い

る
。

　

本
町
も
国
の
動
向
を
見
な

が
ら
指
導
し
て
い
く
。
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太
陽
光
発
電
の
実
態
と
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
指
導

つ
か
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